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１．排水計画について【方法書 p.2-19】  

現時点の計画で結構ですので、各調節池の容量と集水域、排水側溝等の配置、仮設沈砂池の

構造と配置、それぞれの集水域や排水方向などについて説明してください。 

 

各調節池の容量、具体的な造成・排水計画については、今後検討予定ですが、調節池の集水域

については、地形改変を可能な範囲で小さくする観点から現在の地形における集水域に基づき、

設定し、流末に調節池を配置しています。 

排水側溝については、工事の初期段階で設置し、太陽電池の配置をブロック毎に分け、ブロッ

クの外周及び一定間隔で設置することを想定しております。沈砂池については、各ブロックの排

水経路の流末に設置することを考えています。 

現時点における排水計画は図 1-1 に示すとおりです。調節池については、地形改変を最小化す

る方針に基づき、現況の雨水の流動方向が大きく変化しないものと想定した上で、区域内で複数

に分割できる集水域に対して流動方向の下流側に設定しています。また、排水路は、調節池に接

続する形で、実施区域の改変区域の外周及び一定間隔で設置する予定です。なお、鶴石山の南側

の一部の区域は天王川流域にあたりますが、水路の設置により官沢川水系の調節池に流入させる

予定です。 

なお、集水域については、p.27 の図 6-3 に示すとおりです。 
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図 1-1 現時点における排水計画 
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２．濁水対策について【方法書 p.2-31】  

「図 2.2-14 工事中における濁水対策」にある「バイオフィルター」についてどのような

ものか御教示下さい。 

 

比較的微細な粒子まで物理的に捕捉可能なフィルターと理解しましたが、濁水の性状によっ

ては短期間で閉塞する可能性もありますので御留意下さい。 

 

バイオフィルターについては、正式名称が｢バイオログフィルター｣といい、ヤシの廃材繊維等

を活用したフィルターであり、ろ過効率が高くなっています。 

バイオフィルターの概要・仕様等を示したパンフレットは図 1-1～図 1-11 に示すとおりで

す。 

新技術の中で適用可能なものを例示的に掲載しましたが､これ以外にもコスト･入手経路の観点

から､使用可能なものは適用を検討していきます。  

 

バイオフィルターの設置にあたっては、設置の際に濁水中の粒子状物質の性状を確認した上

で、短期間で閉塞する可能性のあることが判明した場合には、洗浄等の維持管理方法や設置方法

の変更を検討し、実施したいと考えています。 
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図 1-1 バイオログフィルターの概要(パンフレット表紙) 

4



 

図 1-2 バイオログフィルターの概要(パンフレット p.1) 
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図 1-3 バイオログフィルターの概要(パンフレット p.2) 
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図 1-4 バイオログフィルターの概要(パンフレット p.3) 
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図 1-5 バイオログフィルターの概要(パンフレット p.4) 
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図 1-6 バイオログフィルターの概要(パンフレット p.5) 
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図 1-7 バイオログフィルターの概要(パンフレット p.6) 
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図 1-8 バイオログフィルターの概要(パンフレット p.7) 
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図 1-9 バイオログフィルターの概要(パンフレット p.8) 
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図 1-10 バイオログフィルターの概要(パンフレット p.9) 
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図 1-11 バイオログフィルターの概要(パンフレット p.10) 
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地域特性の気象の状況に平年値を加えたものを、p16～17 に示します。 

 

 

  

３．気象の平年値について【方法書 p.3-3】  

(1)気象の状況についてはふんじんの予測のために得たデータの年が異常年でないことを概

略判定するために平年値についても記載をしてください。 
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４．大気質調査地点周辺の状況について【方法書 p.6-14】 

現地調査地点周辺の状況について大縮尺の地図または写真等で示してください。 

 

 大気質現地調査地点周辺の状況については、図 4-1～図 4-3 に示すとおりです。 

大気質現地調査地点については、風向風速計（または大気測定車）を設置できるスペースがあ

ること、高木林、建築物、大きな地形起伏の近傍等、大気の流れに大きく影響を及ぼす地点を避

けること、採石場等の特定の発生源を避ける、といった点を勘案した上で選定しました。 
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図 4-1 大気質現地調査地点周辺の状況（St.A1,T1）  

地図及び写真はGoogle Map及び 
Street viewを編集して作成 
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図 4-2 大気質現地調査地点周辺の状況（St.A2,T2） 

  

地図及び写真はGoogle Map及び 
Street viewを編集して作成 
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図 4-3 大気質現地調査地点周辺の状況（St.A3,T3） 

  

地図及び写真(交通量調査地点除
く ) は Google Map 及 び Street
viewを編集して作成 
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５．工事中と供用時の水質予測手法について【方法書 p.6-33,6-39】  

本計画の場合、工事の実施時と供用時では予測手法がことなるのではないでしょうか。ま

た、排水が流入する河川における浮遊物質量の予測も必要と考えます。基本的な予測手法につ

いて、もう少し具体的な説明の追加をお願いしたい。 

 

再度の確認になりますが、排水口での排水量や浮遊物質量の予測だけでなく、排水が流入す

る河川における浮遊物質量の予測は実施されるという理解でよろしいですか？ 

 

予測の基本的な手順については、降雨の集水域及び降雨条件を設定し、調節池または沈砂池に

流入する濁水発生量（濁水の流入量）をマニング式により求めます。次に調節池または沈砂池の

条件を設定し、排水口での排水量及び排水中の浮遊物質量を求めます。なお、具体な予測式や流

出係数等の予測条件は、「林地開発許可の手引き（令和３年度～）」（令和 3年 4 月、福島県農林

水産部）に基づき設定するものとします。 

流量計算手法に基づき実施する点では工事の実施時と供用後で同様な手法となりますが、予測

条件について、以下の点が異なります。 

 

項目 工事の実施時 供用時 

敷地内の地表面の状況 

（流出係数） 

裸地にて設定 整備した地表面の状況に合わ

せて設定 

排水計画 

仮排水路(先行して設置する

排水側溝含む)及び沈砂池の

仕様に基づき予測 

完成した排水側溝及び調節池

の仕様に基づき予測 

 

水の濁りに係る予測については、排水口での排水量や浮遊物質量の予測だけでなく、排水が流

入する河川における浮遊物質量の予測を実施する予定です。 
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水質調査地点については、当初、・対象事業実施区域に沿った水域の延長が比較的短く、土壌

の分布も大きく変化しないことから、上流と下流で大きく水質が異なるとは考えにくいと判断し

たこと、官沢川及び天王川の対象事業実施区域に近い地点の他、利水への影響を考慮すること、

以上のことから、両河川において利水の考えられる住居等に近い地点の上流側について設定しま

した。 

ご指摘の通り、工事の影響を把握するためには、調査地点をできるだけ集水域の上流に選定す

ることが望ましいこと、本事業において発生源となる沈砂池や調節池の放流先に選定することが

望ましいこと、以上のことから、両者の条件を満たす地点を水質調査地点として再度選定しまし

た。変更前後の水質調査地点設定根拠は表 6-1 及び表 6-2 に、変更前後の水質調査地点位置は図

6-1 及び図 6-2 に示すとおりです。 

また、変更した水質調査地点について、集水域を示した図は図 6-3 に示すとおりです。 

集水域図に示すとおり、変更した水質調査地点については、対象事業実施区域全域を網羅して

います。 

 

  

６．水質調査地点について【方法書 p.6-23,6-24】  

水質調査点を 5点設定されていますが、それぞれの調査点の集水域を図示してください。事

業改変区域からの排水について、設定された調査点ですべてカバーできるかを確認したいと思

います。 

 

水質調査地点が示されていますが、この地点選定が合理的に行われていることを判断するた

めに､同じ図面上に､工事実施区域と集水域の区分を重ねて図示していただきたいと思います。 

また、調査地点は工事の影響を把握するため、できるだけ集水域の上流に位置する地点を選

定していただきたいと思います（Stn.4 と Stn.5 はやや下流過ぎないでしょうか）。 

 

4 箇所の調節池の内、2箇所の河川との合流地点については水質調査地点に選定されていま

すが、残りの 2箇所の合流地点についても水質調査地点に選定する必要があるのではないでし

ょうか。 
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表6-1 調査地点の設定根拠（水質：調査地点変更前） 

調査項目 調査地点 設定根拠 

浮遊物質量 

流量、流向及び水温 

St.1 対象事業実施区域の調節池からの排水が流入する河川(官沢川)とした。 

St.2 対象事業実施区域の調節池からの排水が流入する河川(官沢川)とした。 

St.3 対象事業実施区域の南に位置する河川(天王川)とした。 

St.4 対象事業実施区域の調節池からの排水が流入する河川(官沢川)の中・下流

域とした。 

St.5 対象事業実施区域の南に位置する河川(天王川)の中・下流域とした。 

 

表6-2 調査地点の設定根拠（水質：調査地点変更後） 

調査項目 調査地点 設定根拠 

浮遊物質量 

流量、流向及び水温 

St.1 実施区域の北側を流れる河川源流部(上流側)。実施区域から流入する河川と

の合流点(想定される調節池からの排水が流入する沢との合流点)として選定。 

St.2 実施区域の北側を流れる河川源流部(下流側)。実施区域から流入する河川と

の合流点(想定される調節池からの排水が流入する沢との合流点)として選定。 

St.3 実施区域の北側を流れる河川上流部。実施区域から流入する河川との合流点

(想定される調節池からの排水が流入する沢との合流点)として選定。 

St.4 実施区域の北側を流れる河川中流部。実施区域から流入する河川との合流点

(想定される調節池からの排水が流入する沢との合流点)として選定。 

St.5 実施区域の南東側を流れる河川。 

実施区域はわずかであるが当該河川の集水域を含むため選定。 
注：調査地点は底生動物調査地点と同一地点とした。なお、具体的な調査地点については、調査地点の上下流を踏査し、調査地点

の的確性及び進入時の安全確保を踏まえた上で設定する。 
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図6-1 水質調査地点(浮遊物質量､ 

流量･流向及び水温) 

    (調査地点変更前) 
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図6-2 水質調査地点(浮遊物質量､ 

流量･流向及び水温) 

    (調査地点変更後) 
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図6-3 水質調査地点別集水域 

(調査地点変更後) 
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７．魚類調査地点について【方法書 p.6-33,6-39】  

魚類の調査地点のうち、Stn.5 は、水質の調査地点や底生動物の調査地点と比べても、かな

り下流に設定されていますが、この理由を説明してください。 

 

魚類調査地点については、魚類の有識者ヒアリングにおいて、流末河川への影響を問われた際

の情報や地元への環境情報の提供といった観点から、合流河川である入遠野川についても調査し

ておいた方がいいのでは、との指摘を受け、追加しました。 

有識者の意見を踏まえ、魚類については、カジカ類、ハゼ科も含め移動能力があることから、

官沢川の事業実施区域に 2 地点、官沢川・天王川の実施区域に比較的近い地点 2地点、流末の入

遠野川 1 地点に調査地点を配置しました。 

 一方で、工事中の濁水等の影響を検討する目的を踏まえ、当初案より上流側に調査地点を設定

しなおしました。 

 調査地点変更前後の調査地点設定根拠は表 7-1 及び表 7-2 に、調査地点変更前後の調査地点位

置は図 7-1 及び図 7-2 に示すとおりです。 

 なお、入遠野川の調査地点(St,6)については、助言を受けた有識者と協議のうえ、実施の有無

を決定いたします。 
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表 7-1 調査地点の設定根拠（魚類：調査地点変更前） 

NO. 概略位置 選定理由 

St.1 官沢川源流部 実施区域の北側を流れる河川源流部。 

調査地域に隣接する河川の代表点として選定。調査にあたっては、上下流

を踏査した上で実施する。 

St.2 天王川源流部 実施区域の南東側を流れる河川。 

実施区域はわずかであるが当該河川の集水域を含むため選定。 

St.3 官沢川下流 実施区域の北側を流れる河川の下流部。 

下流域への影響を把握するために実施。 

St.4 天王川下流 実施区域の南東側を流れる河川の下流部。 

実施区域はわずかであるが当該河川の集水域を含むため選定。 

下流部への影響を把握するために実施。 

St.5 入遠野川 実施区域周辺を流れる河川が合流する河川。 

下流部への影響を把握するために実施。 

 

表 7-2 調査地点の設定根拠（魚類：調査地点変更後） 

NO. 概略位置 選定理由 

St.1 官沢川源流部 実施区域の北側を流れる河川源流部。 

実施区域に隣接する河川源流域の上流側代表点として選定。 

St.2 官沢川上流部 実施区域の北側を流れる河川上流部。 

実施区域に隣接する河川源流域の下流側代表点として選定。 

St.3 官沢川中流部 実施区域の北側を流れる河川の中流部。 

実施区域下流域の代表点及び下流域への影響を把握するために実施。 

St.4 天王川源流部 実施区域の南東側を流れる河川の源流部。 

実施区域はわずかであるが当該河川の集水域を含むため選定。 

St.5 天王川中流部 実施区域の南東側を流れる河川の下流部。 

実施区域下流域の代表点及び下流域への影響を把握するために実施。 

St.6 入遠野川 実施区域周辺を流れる河川が合流する河川。 

流入河川の代表点及び流入河川への影響を把握するために実施。 

注：具体的な調査地点については、調査地点の上下流を踏査し、魚類の生息環境好適性及び進入時の安全確保を踏まえた上で設定

する。なお、St.6の実施の有無については有識者と協議の上決定する。 
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図7-1  魚類調査地点 
(調査地点変更前) 
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図7-2 魚類調査地点 

(調査地点変更後) 
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８．底生動物調査地点について【方法書 p.6-33,6-40】 

底生動物の調査地点の一部は、「3地点のうち 2地点を設置する」とされています。水質や

魚類の調査地点ではそのような記述がありませんが、底生動物のみこのような記述になってい

る理由は何でしょうか。底生動物地点の設定は、積極的な理由がなければ水質の調査地点に合

わせた方がよい（逆に言えば、底生動物の調査地点では水質のデータも併せて取得していただ

きたい）と思います。 

 

底生動物の調査地点については、官沢川のうち 3地点を予定しています。調査前に現地を踏査

し、環境条件と安全性の点から具体的な地点の設定を考えていますが、概略地点を図面上で絞り

込めなかったため、このような表記となりました。 

底生動物地点の設定は、積極的な理由がなければ水質の調査地点に合わせた方がよいのとのご

指摘も含め、官沢川については上流の 4地点にて調査を実施することとしました。 

調査地点変更前後の調査地点設定根拠は表 8-1 及び表 8-2 に、調査地点変更前後の調査地点位

置は図 8-1 及び図 8-2 に示すとおりです。 

なお、水質調査では流量と浮遊物質量を測定しますが、底生動物調査地点では併せて PH、水

温、溶存酸素を測定する予定です。 
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表 8-1 調査地点設定根拠（底生動物：調査地点変更前） 

NO. 概略位置 選定理由 

St.1 官沢川源流部(上流部) 実施区域の北側を流れる河川源流部。 

調査地域に隣接する河川の代表点として選定。調査にあたっては、上下

流を踏査した上で実施する。 
St.2 官沢川源流部(下流部) 

St.3 天王川源流部 実施区域の南東側を流れる河川。 

実施区域はわずかであるが当該河川の集水域を含むため選定。 

St.4 官沢川下流 実施区域の北側を流れる河川の下流部。 

下流域への影響を把握するために実施。 

St.5 天王川下流 実施区域の南東側を流れる河川の下流部。 

実施区域はわずかであるが当該河川の集水域を含むため選定。 

下流部への影響を把握するために実施。 

 

表 8-2 調査地点設定根拠（底生動物：調査地点変更後） 

NO. 概略位置 選定理由 

St.1 官沢川源流部 1 実施区域の北側を流れる河川源流部(上流側)。実施区域から流入する河川との合

流点(想定される調節池からの排水が流入する沢との合流点)として選定。 

St.2 官沢川源流部 2 実施区域の北側を流れる河川源流部(下流側)。実施区域から流入する河川との合

流点(想定される調節池からの排水が流入する沢との合流点)として選定。 

St.3 官沢川上流部 実施区域の北側を流れる河川上流部。実施区域から流入する河川との合流点(想

定される調節池からの排水が流入する沢との合流点)として選定。 

St.4 官沢川中流部 実施区域の北側を流れる河川中流部。実施区域から流入する河川との合流点(想

定される調節池からの排水が流入する沢との合流点)として選定。 

St.5 天王川源流部 実施区域の南東側を流れる河川。 

実施区域はわずかであるが当該河川の集水域を含むため選定。 
注：調査地点は水質調査地点と同一地点とした。なお、具体的な調査地点については、調査地点の上下流を踏査し、底生動物の生

息環境好適性及び進入時の安全確保を踏まえた上で設定する。 

  

33



 

 

 

 

 

 

 

  

図8-1 底生動物調査地点 

(調査地点変更前) 
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図8-2 底生動物調査地点 

(調査地点変更後) 
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９．外周部分の残置森林及び植林について【方法書 p.6-61】  

鶴石山への登山ルートについては、必要に応じて工事期間中の代替路の設定や安全対策及び

施設の存在で太陽光発電装置の目隠し等の保全措置をとるのであれば準備書に記載をしてくだ

さい。 

 

鶴石山への登山ルートに対する環境保全措置については、対象事業実施区域の外周部分に残置

森林及び植林を行うことにより、外部から施設が極力見えないようにすることを考えています。

その旨を準備書に記載します。 

対象事業実施区域の外周部分の残置森林及び植林の設定状況は図 9-1 に示すとおりです。 

なお、代替路の設置については、周辺は国有林であり、代替路の設置には新たに伐採や林地の

整地等が必要となると考えられるため、設置は不可能であると考えています。 
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図9-1 外周部分の残置森林及び

植林設定範囲 

(現況が人工改変地の区域：植林を実施) 

(非改変区域) 
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１０．放射線の量(水の濁りに係るもの)調査について【方法書 p.6-23,6-24】  

放射線量の現地調査では、水質における浮遊物質調査が利用される計画と認識しました。こ

こでは、浮遊物質や河川底質の放射線濃度は計測されないのでしょうか？県知事意見にも同様

な意見がありますが（p.7—5）、知事意見に対する事業者見解（p.7—12）によれば、「発生源と

なる土壌における放射性物質の有無を把握」するとされており、それは当然必要な調査項目だ

と思いますが、将来予測において、現状のバックグラウンドとなる放射性物質濃度の把握のた

め、河川水（浮遊物質）や底質の濃度測定を行っておく必要はないでしょうか？  

 

放射性物質の水質へのインパクトを把握する目的では、浮遊物質や底質の放射線濃度の量の測

定は不要ではないかと考えていました。 

一方で、今後、下流域で水質調査により放射性物質が検出された場合、事業影響ではなく、バ

ックグラウンドとして存在したものとの根拠を示すためには、ご指摘の通り、浮遊物質量及び底

質の放射性物質濃度の測定は必要であると考えられます。そのため、図 10-1 に示すとおり、水

質調査地点のうち 3地点程度において、浮遊物質量については平水時と降雨時の 2 回、底質につ

いては平水時の 1 回、放射性物質濃度を測定いたします。 
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図10-1 放射線の量(水の濁りに係

るもの)調査地点 

放射線の量(水の濁りに係るもの)調査地点 
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